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今こそ必要とされる
制度です

　民生・児童委員は、地域の方の困りごとの相
談に乗り、支援を行う無報酬の非常勤の公務員

（特別職）です。その活動に込められた地域への
熱い思いと使命感には、いつも心を動かされま
す。日ごろから悩みや課題を抱える方に寄り添
い、相談相手となることは、並大抵のことでは
ありません。それでも、皆さんはいつも笑顔で
生き生きと活動されています。
　民生・児童委員と同じく、国から委嘱され、
ボランティアで活動されている方には、保護司

や人権擁護委員、行政相談員などがいらっしゃ
います。いずれの皆さんも、相談や支援活動で
大切な役割を果たされています。
　現代は、一度つまずくと底まで落ちてしまう

「すべり台社会」と言われることがあります。そ
うしたとき、身近に相談できる方がいるとい
ないとでは、大違いです。民生・児童委員は、
100年以上の歴史を持っていますが、地域の「身
近な相談相手」として、今こそ必要とされる制度
ではないでしょうか。三鷹市長 河村 孝
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　民生・児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受けた福祉ボラ
ンティアで、地域の皆さんからの相談や見守り、地域交流の
場づくりなど、さまざまな活動をしています。暮らしの中の
ちょっとした心配ごとや困りごとに、同じ地域に住む市民の
目線で寄り添う民生・児童委員は、皆さんのすぐそばにいる
「頼りになるご近所さん」です。 問地域福祉課☎0422-29-9231
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